
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年度 

就学相談のご案内 

立川市教育委員会 教育支援課 

042-527-6171 

042-528-6875 
kyouikushien@city.tachikawa.lg.jp 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学相談の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

市立小・中学校の特別支援教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

立川市立の小学校・中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

立川市立の特別支援学級等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

   ＊知的障害特別支援学級 

   ＊自閉症・情緒障害特別支援学級 

   ＊難聴・言語障害通級指導学級（小学校） 

   ＊特別支援教室キラリ（小学校）・特別支援教室プラス（中学校） 

 

立川市を通学区域とする都立特別支援学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

 

｢就学支援シート｣を活用される保護者のみなさまへ・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

立川市サポートファイル「たちサポ」をご活用ください・・・・・・・・・・・・・・・24 

 

よくいただくご質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

 

立川市立小学校･中学校 特別支援学級等配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

令和 7 年度 就学相談のご案内 目次 



就学相談の概要
令和7年度

⽴川市教育委員会

はじめに…⽴川市の特別⽀援教育について
｢就学相談｣とは︖
 こんな方に就学相談をおススメしています
 相談の申込みから就学先決定までの流れ

就学先の学校･学級について
 ⽴川市内の⼩･中学校と通学区域
 特別支援学校、特別支援学級について
 特別支援教室「キラリ」、「プラス」について

｢就学⽀援シート｣について
 教育上のヒントを引き継ぐツールをご活用ください

概要説明の流れ
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はじめに…⽴川市の特別⽀援教育について

学習環境の整備
（写真は松中⼩学校まつのみ学級）

3

さまざまな⽀援
▶児童発達⽀援センター

就学前のお⼦さんを対象とした療育事業や⼦どもの発達に関する事業等を⾏います。

▶介助員、特別⽀援学級臨時指導員などを配置

▶看護師の派遣による医療的ケアの実施

▶教育相談員･言語聴覚士等による巡回相談
▶教育⽀援相談員の派遣による助言や授業研究

▶学校施設の整備、バリアフリー化の対応
階段昇降機の設置、トイレの改修、⽔道蛇⼝レバーの交換など

▶特別支援教育就学奨励費（通学費･学用品費等）の支給

▶特別⽀援学級の整備 特別⽀援教室の導入
特別支援教室の⼩学校、中学校への全校設置
⾃閉症・情緒障害特別支援学級の開設（令和８年度 第六⼩学校、⽴川第四中学校）

就学先や⽀援の内容などを、保護者と一緒に考えます。
〈対象〉令和8年4月に小学校 または 中学校に就学する方

“心身に障害がある”、“発達がゆっくり”、“集団⾏動が苦⼿”、
“多動で座っていられない”などの、就学に関するご心配に対し、
心理や教育の専門知識を持った相談員が、
必要な情報や⾒学･体験等の機会を提供しながら、お⼦さんの
能⼒や可能性を最も伸ばせる教育環境や、必要な⽀援の内容を、
保護者と一緒に考えるのが『就学相談』です。

〈時間〉月曜⽇〜⾦曜⽇・第2⼟曜⽇／午前９時〜午後５時
※４~８月は第４⼟曜⽇も受付けます

〈場所〉子育て⽀援・保健センター（はぐくるりん）

「就学相談」とは︖

4

令和7年5月7日に「子ども未来センター」から「子育て支援・保健センター」に移転
子育て支援・保健センター（はぐくるりん）

⽴川市錦町3-3-6 ※⽴川市子ども未来センター東側す。

移転のお知らせ



今の保育園では加配の先生が付いています。⼩学校でも、個別の
声かけや移動時の⾒守りなど、介助してもらえたら安心なんですが…

発達がゆっくりで、集団についていけるか心配です。主治医の先生から
「特別支援学級が良いかも知れない」と言われて悩んでいます…

愛の⼿帳を持っています。⼦どもに最も合った環境を選びたいので、
特別⽀援学級や特別⽀援学校の⾒学･体験がしてみたいです。

①お⼦さんの能⼒や可能性を
最も伸⻑させるのに適した就学先をご提案します。

②障害や特性に応じた合理的配慮、⽀援の内容などを
専門的な⾒地から検討します。

③情報提供や学校⾒学･体験等を通して、
保護者の方と一緒に、就学の準備を進めます。

こんな方に「就学相談」をおススメしています。
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今は特別支援学級の6年生ですが、中学校卒業後の進路を考えると、
特別支援学級と特別支援学校のどちらが良いのか、迷っています。

①インターネットから申込み（就学する前年の９月末までに申込みを）
申込みから2〜３週間以内をめどに相談員から初回面談の日程調整のご連絡を
いたします。

②保護者の方…初回面談 ③お子さん…⾏動観察
※ご用意いただきたいもの … ⺟⼦⼿帳、発達検査の結果、療育⼿帳等

就学相談の流れ･１…申込み受付･初回面談

親子分離の様子／あいさつ・会話／靴や上着の脱着
場慣れ／トイレ／文字や数字への興味･理解
色や形の理解／微細運動／粗大運動…など

就学相談員は、保護者の意
向をお聞きしながら、学校に
関する情報提供や、就学ま
でのタイムスケジュール等を
ご案内していきます。

6

「就学相談票」の記入／現在の希望就学先
成育歴／就学にあたっての心配ごと／かかりつけ医
身辺の自立／集団活動／食事の好き嫌い…など



④発達検査（知能検査）

⑤医師による診察

在籍園(校)からの情報収集
保護者の了解のもと、在籍している園（又は学校）に対し、
お⼦さんの就学相談資料の作成を依頼します。
お⼦さんの状況に応じて、就学相談員が、園や発達支援グ
ループの活動の様⼦を観察する場合があります。

特別⽀援学級等の⾒学･体験
ご希望に応じて、市⽴⼩・中学校の特別支援学級や都⽴
特別支援学校の⾒学･体験ができます。通常の学級への就
学を希望する場合は、学校公開日をご案内しています。

※特別支援学級等の
⾒学の日程には限
りがあるため、他
のご家庭と一緒に
なる場合がありま
す。あらかじめご
承知おきください。

就学相談の流れ･２…検討資料の収集

身体の障害や成長発達に関するかかりつけ医をおもち
になることをお勧めしています。主治医の所見書や療育
の記録等を就学相談資料としてご提出していただきま
す。

お子さんの状況をより的確に把握し、就学先の決定や
支援内容を審議する際の資料として、発達検査
（WISC-ⅣまたはWISC-V、田中ビネーV、新版K式な
ど）の結果をご提出していただきます。

特別支援学級等の見学や体験は、児童・
生徒の授業中にお邪魔することになるため、
時間帯や受入れ人数に限りがあります。
ご希望される場合は、日程の調整にご協力
ください。
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⑥就学⽀援部会での⾏動観察や⽀援等の検討

⑦就学⽀援等検討委員会での審議

就学相談の流れ･３…専門家による協議

必要に応じ、部会⻑（市⽴⼩・中学校⻑）のもと、
・特別支援学級設置校の副校⻑
・都⽴特別支援学校のコーディネーター
・特別支援学級担任・特別支援教室教員
・通常の学級担任等が、
お子さんの小集団での活動を観察します。
観察中に保護者と学校管理職が面談を⾏います。
相談過程で得られた資料を参考にしながら、
適切な⽀援や就学先について協議します。

委員⻑（学識経験者）のもと、
・医師
・学識経験者
・臨床心理士
・言語聴覚士
・⾏政職員（児童発達支援センター⻑、教育委員会統括指導主事）が
就学⽀援部会の審議結果等を参考にしながら、
適切な⽀援内容及び就学先について最終的に提案をまとめます。

親子でご出席ください

ご出席は不要です

8

子ども未来センター



就学⽀援部会の開催⽇程

回 日程 曜日

1 ７月 ２日 水

2 ９月 ８日 月

3 ９月 １９日 金

4 １０月 １日 水

5 １０月 ２２日 水

6 １０月 ２７日 月

7 １１月 １０日 月

8 １１月 １７日 月

9 １２月 ２日 火

10 １２月 ４日 木

11 １２月 １２日 金

12 １月 ７日 水

13 １月 １５日 木

14 １月 １９日 月

回 日程 曜日

1 ７月 ３日 木

2 ９月 ３日 水

3 １０月 ２日 木

4 １０月 １７日 金

5 １１月 ４日 火

6 １１月 １４日 金

7 １２月 ８日 月

8 １月 ６日 火

9 １月 ２３日 金
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●１回目は、小・中学校に在籍している児童・生徒の転学の
審議を行うため、就学相談の審議は、２回目以降の日程
となります。

●冬場はインフルエンザ等で、出席をキャンセルされるご家庭
が増える時季です。１２月以前の部会日程を目途に、検査
や体験を終了いただくのがおすすめです。

＝転学審議 ＝転学審議

中学校小学校

⑧市より保護者へ、就学先や⽀援等についてご相談
就学支援等検討委員会でまとめられた審議内容及び保護者の意向を踏まえ、
保護者とお⼦さんの就学先等についてご相談します。

提案した就学先が、保護者の考えと異なる場合
必ず保護者と面談を⾏い、審議の過程で専門家が、

なぜその提案に至ったのかを丁寧にお伝えし、
改めて保護者のご意向を確認します。
提案された就学先の⾒学・体験を⾏っていない場合、

保護者のご希望に応じて、特別支援学級等の
⾒学や体験を実施することも可能です。
最終判断にあたっては、保護者や本人のご意向を
最大限に尊重します。

就学相談の流れ･４…保護者へのご提案と意向確認

10



⑨合意形成後、教育委員会より入学通知を発送（1月10⽇頃から順次）

⑩就学先へ｢就学⽀援ファイル｣を引継ぎ（2月頃）
就学相談を利用するメリットの一つが、この「学校への引継ぎ」
です。相談を通じて揃えた資料（面談の記録、医師所⾒、発達
検査の結果、在籍園・校や就学相談員による実態把握票等）を
『就学支援ファイル』としてまとめ、就学先の学校（特別支援学
校の場合は東京都）へ引継ぎます。必要に応じて、介助員の配置
について相談したり、施設を改修したりするなど、入学に必要
な準備をしていきます。

提案と異なる就学先へ就学した場合
就学後の状況等に応じて、就学相談員による継続相談を実施します。
授業観察や三者面談等を通じて、適応の状況や指導･支援面の配慮が
十分か、保護者のご心配がないかなどを一緒に確認していきます。

就学相談の流れ･５…就学先決定と引継ぎ

※就学先について保護者の方と最終的に合意（相談が終了）するまでは、
就学先決定のご通知はストップしています。
⼩学校では2月初旬に入学説明会が、中学校では制服（標準服）の採寸があるため、
それまでに決定することを目指します。

※特別支援学校へ就学する場合は、東京都との就学相談が終了後に発送されます。

11

⽴川市⽴小中学校と通学区域
 小学校は19校、中学校は９校
知的障害特別支援学級が ⼩学校7校 ・中学校3校
⾃閉症・情緒障害特別支援学級が ⼩学校２校
※令和８年４月より⼩学校３校、中学校１校となります。

難聴･言語障害通級指導学級が ⼩学校2校 （難聴１校、言語２校）
情緒障害等の特別支援教室が 小・中学校全校に設置されています。

それぞれの学校･学級には 通学区域 があります。
※指定校の変更には、｢近々の転居が確定している｣などの
特別な事情や、受入れ先の学校側の教室数など、複数の
要件を満たす必要があります。

就学先の学校・学級について

12

★立川市では小学校特別支援教室を『キラリ』、中学校特別支援教室を『プラス』

という愛称でご案内しています。※１６ページ参照

市ホームページでは、ご住所から逆引きができる学区の一覧をご案内しています。



特別支援学級とは、障害のある児童･生徒が、生活や学習上の困難を改善
又は克服するため、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を
⾏うため、特別に少人数で編制された学級です。

必要に応じて特別支援学校の各教科の内容等を参考にしながら、小集団の中で、
個に応じた生活に役⽴つ内容を学習します。
⼩学校では、体⼒づくりや基本的な生活習慣の確⽴、日常生活に必要な言語や数

量、生活技能などの指導を、中学校では、それらをさらに充実させるとともに、社
会生活や職業生活に必要な知識や技能などを指導しています。

⼩集団の中で、一人ひとりの教育的ニーズや特性に応じた指導を⾏います。通常
の学級と同じ内容の授業（国語などの教科のほか、特別活動など）を受け、障害に
よる生活上・学習上の困難さを改善するための⾃⽴活動も⾏います。

どちらも、交流および交流学習として通常の学級の授業を受けることもあります。

知的障害特別⽀援学級（教育課程等については１１ページ参照）

特別⽀援学級について

13

自閉症・情緒障害特別⽀援学級（教育課程等については１１ページ参照）

令和8年4月に向けて、市内小学校で３校目の自閉症・情緒障害特別⽀援
学級を第六⼩学校に、また、市内中学校ではじめての自閉症・情緒障害特別⽀援
学級を⽴川第四中学校に開設するための準備を進めています。

通学区域

自閉症・情緒障害特別⽀援学級の開設について

14

障害種別 市立学校名 学級名

第二小学校 さくら学級

第六小学校 検討中

大山小学校 にじいろ学級

立川第四中学校 検討中

通学区域

立川市全域

自閉症・
情緒障害

※第十小・柏小については交通手段の観点から第二小もしくは大山小を選択

第二小・第五小・第八小・南砂小・幸小・若葉台小

第六小・第一小・第三小・第四小・第七小・新生小

大山小・第九小・西砂小・松中小・上砂川小



特別⽀援学校（都⽴学校）
特別支援学校とは、障害のあるお⼦さんについて

将来の自⽴に向け、⼿厚くきめ細やかな教育を⾏う
学校です。
幼稚園から⾼等学校に相当する年齢段階の教育を、特別支援学校のそれぞれ幼稚部･⼩学

部･中学部･⾼等部で⾏うとともに、学習上又は生活上の困難を改善･克服するための「⾃⽴
活動」を実施しています。

対象︓肢体不自由、知的障害、視覚障害、聴覚障害、病弱・身体虚弱

特別⽀援学校について

学校⾒学や体験、
学校公開の⽇程
等は、お早目に
お問い合わせ
ください。

15
●特別支援学校への就学には、種別により基準があります。

通級指導学級とは、通常の学級に在籍し、ほとんどの授業を通常の学級
で受けながら、障害の状態に応じて週1〜8単位時間、設置されている学校
で通級による指導を⾏う教育形態のことです。

（１）言語障害（⼩学校2校に設置しています）…ことばの教室
⼝蓋裂、構⾳器官のまひ等器質的又は機能的な構⾳障害のある者、吃⾳等話し言
葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の
遅れがある者、その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因
するものでない者に限る。）で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部
特別な指導を必要とする程度のもの。

（２）難聴（⼩学校1校に設置しています）…きこえの教室
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもので、
通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする
もの。

通級指導学級について
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●通級指導学級にも通学区域があります。
●知的障害のある児童は対象となりません。(就学後の数年間の成⻑発達の状況等により、相談
可能)

●他校で通級指導を受ける場合は、交通費の補助制度があります。
また、⼩学生の場合は、安全確保の観点から、保護者による送迎をお願いしています。

ここにテキストを入力



知的発達に遅れがなく、通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とするもの。
＊自閉症 又はそれに類する障害
＊情緒障害（心理的な要因による選択性かん黙等）
＊学習障害（LD）
＊注意欠陥多動性障害（ADHD）

特別⽀援教室（情緒障害等）について

●特別支援教室は、在籍校にてご利用いただきます。
●知的障害のある児童･生徒や、通常の学級における困難さの改善が
目的ではない方は対象となりません。

●特別支援教室を利用するためには審査があり、発達検査（WISC-Ⅳ
又はWISC-Ｖ）の結果をご提出いただきます。審査の結果、利用が認
められない場合があります。

⼩学校は特別⽀援教室キラリ…全⼩学校に設置
中学校は特別⽀援教室プラス…全中学校に設置
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特別⽀援教室ではこんなコトを学びます
・児童・生徒一人ひとりの課題や在籍学級での適応状態などを踏まえて、指導目標を設定します。
・指導の内容や児童・生徒数、学年などを考慮しながら、個別指導を⾏います。必要に応じて小集団

指導を組み合わせることがあります。
・キラリ・プラスで学んだ内容を担任の先生と共有し、在籍学級での指導や⽀援に活用します。
→目標を達成するのに必要な、キラリ・プラスでの指導内容や適した教材、在籍学級の担任の先生の役割、
指導時間数（どの授業を何時間抜けるか）等を、ご家庭とも相談しながら決めていきます。
そのため、キラリのご利用は、原則として入学後の様子をみてから検討していただきます。
プラスのご利用は、小学校卒業前に申し込みができます。９月以降に実施する説明会にご参加ください。

自
⽴
活
動 ⾃⼰理解・⾃⼰受容の指導

身体の動き、環境認知の指導

人間関係の形成の指導
コミュニケーションの指導 いわゆる補習や復習とは違います。

一人ひとりの特性によるつまずき、
苦⼿なところに特化した指導です。

教
科
的
な
内
容
を

取
り
扱
う
自
⽴
活
動■状況理解（社会性）

■⾒通し （時間･⾏動）
■学習意欲（意味理解･価値づけ）
■集中⼒ （刺激）

授業への参加が難しい原因

■認知の偏り ■ 学習スタイル
■ 複数作業の苦手さ
■ イメージの弱さ ■ 曖昧さの理解
■ 反復学習が必要

理解(分かること)が難しい原因

・漢字の構成
・言葉の意味を理解するための指導
・物語文全体を視覚的にとらえる指導
・心情理解のための指導
・説明文の内容理解のための指導

指導時間の制度上の上限は週あたり
８時間ですが、通常の学級の授業により
多く参加できるよう、おおむね週１〜４
時間の範囲で設定します。

例



就学後のご相談も、お気軽に。
登校したがらない、学校でいじめられる、落ち着きがない、
成績不振、進路の悩み、非⾏や反抗…等々、
⼦育てには悩みや不安がつきものです。

あるいは、お⼦さんにとって、現在の就学先が一番合っているのか、
転学を考えたほうが良いのか…などと、
迷うことがあるかも知れません。
そんな時はお気軽に、ご相談ください。

042-527-6171お電話から
ＦＡＸから 042-528-6875

●ご相談は無料です。
●来所による相談は、
事前にご予約ください。

●相談の秘密は
厳守します。

受付日 [教育相談] 月〜土曜日
午前９時〜午後５時

[転学相談] 月〜⾦曜日・第２土曜日
※４〜８月は第四土曜日も受付ます。
午前９時〜午後５時

休業日 日曜・祝日・年末年始

教育相談･転学相談のご案内
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お子さん一人ひとりに合った指導や支援を提供できるよう、様々な学習環境を整備しています。 

詳しくは、教育支援課までお問い合わせください。 

障害の 
区分 

知的障害 自閉症・情緒障害 発達障害 

制度等の
名称 

知的障害特別支援学級 
自閉症・情緒障害 
特別支援学級 

特別支援教室 

在籍学級 特別支援学級 特別支援学級 通常の学級 

概要 

●対象 
 認知や言語などに関わる
知的発達に明らかな遅れが
あり、抽象的な概念を使った
会話の困難さや日常生活上
一部援助が必要な児童・生徒 
●特徴 
 将来の生活に役立つこと
を中心に考え、適応機能の向
上を目指した指導を行いま
す。各教科の内容は、特別支
援学校と同じ内容に基づき
学習します。 
 生活単元学習等を行い、各
教科で学んだ内容を実際の
生活に生かせるようにして
います。 

●対象 
 知的な遅れがなく、自閉症や
情緒障害に類する特性（言葉に
よるやりとりや他人と関わり
を持ちながら生活を送ること
の困難さ）がある児童 
●特徴 
 通常の学級と同じ内容の指
導（国語や特別活動などの指
導）と障害による生活上・学習
上の困難さを改善するための
指導（自立活動）の時間を設け
て指導します。 
 通常の学級と同じ内容の学
習をしますが、抽象的な内容と
取り扱う学習において、適切に
意味理解が進むよう実体験を
重視したり、認知特性に応じ
て、写真や図面、模型、実物の
利用など視覚による理解を促
したりします。 

●対象 
 知的発達の遅れはなく、通常
の学級での学習におおむね参
加できるものの、社会性やコミ
ュニケーション、対人関係の形
成などに課題があり、一部特別
な指導を必要とする児童・生徒 
●特徴 
 基本は個別指導を行い、自分
の特性の理解や対応について
学びます。必要に応じ小集団
で、人間関係の形成に関する学
習などを行います。 
 教科等の内容を取り扱うこ
とがありますが、学習の遅れを
取り戻す補習ではありません。 

学級編成 
児童・生徒８人で１学級を編制します。 

（９～16 人なら２学級、17～24 人なら３学級） 
学級は編制しません。 

教員数 
原則、学級数＋１人の教員の配置がされます。 
（２学級なら教員４人、３学級なら教員４人） 

児童・生徒 12 人あたり 1 人の
教員が拠点校に分散して配置
されます。 

利用決定 
の 

プロセス 

就学相談又は転学相談の申込みが必要です。就学相談員との
面談後、発達検査や医学診断を行うほか、必要に応じて、見
学や体験を実施します。就学支援等検討委員会による審議･提
案を経て、教育委員会が決定 

学級担任等と相談後、校内委員
会で支援レベルを検討します。
発達検査（WISC）の提出が必要
です。入室は、審査会での審議
を経て、教育委員会が決定 

教室の様
子 

 

松中小 まつのみ学級 

 

第二小 さくら学級 

 

第四小 キラリ 

設置学校 
第一小/第五小/第九小/第十小 

松中小/新生小/若葉台小 

立川一中/立川二中/立川五中 

第二小/大山小 

※令和８年４月開設予定 

（第六小、立川四中） 

すべての学校 

市立小・中学校の特別支援教育 

一人ひとりの可能性と能力を伸長させるために 

ここにテキストを入力



 

 

 

 

 

障害の 
区分 

難聴・言語障害 肢体不自由・医療的ケア 

制度等の名
称 

難聴・言語障害通級指導学級 介助員・学校看護師（医療的ケア看護職員）の配置 

在籍学級 通常の学級 通常の学級 

概要 

●対象 
 知的発達の遅れはなく、通常の学級
での学習におおむね参加できるもの
の、以下の障害により、一部特別な指
導を必要とする児童 
＜難聴：きこえの教室＞ 
 補聴器を使用しても通常の話声を
解することに難しさがある児童 
＜言語障害：ことばの教室＞ 
 構音障害や吃音など言語機能の発
達に遅れがある児童 
●特徴 
 個別指導を中心に、正しい発音や楽
に話す方法などを学びます。 
 
 
 
 
 
 
 

●通常の学級における介助対象 
①身体障害者手帳の交付を受けており、移動等に困難があ
る児童・生徒 

②学校教育法施行令第 22 条の３に該当する状態（特別支
援学校への就学が適当であると就学支援等検討委員会
で意見が出ている状態）にあり、移動等に困難がある児
童・生徒 

③上記のほか、歩行や移動等が著しく困難であり、教育委
員会が必要と認めた児童・生徒 

 
●医療的ケア実施看護師配置対象者 

学校生活を送るにあたり医療的ケアが必要な児童・生徒 
主治医の所見や指示書が必要 

 
医療的ケアガイドラインに基づいて実施します。 
学期末や校外活動前などには支援会議や学校医療的ケア
委員会を個別に開催します。 

学級編成 
児童 20 人で１学級を編制します。 

（21～40 人なら２学級） 
 

教員数 
学級数＋１人の教員が配置されます。 
（２学級なら教員３人、３学級なら教
員４人） 

 

利用決定 
の 

プロセス 

学級担任 又は 通級設置校にご相談
ください。必要に応じて、検査（ITPA、
WISC）を実施します。入退級は、審査
会での審議を経て、教育委員会が決定 

介助員・学校看護師（医療的ケア看護職員）の配置は、就学
相談等を経て決定。 

教室の様子 

 

第八小・きこえとことばの教室 

（個別指導室） 

 

階段昇降機の操作研修 

設置学校 
第七小学校…ことばの教室 

第八小学校…きこえとことばの教室 

 

 

 

ことばの教室や、特別支援学級には

指定の通学区域があります。 

就学相談についての詳しいご案内を、

市ホームページに掲載しています。 



〈小学校〉
児童数 学級数

427 16

（28） （4）

417 15

（29） （4）

第三小学校 514 17 錦町3-4-1 錦町１丁目、錦町３丁目、錦町４丁目、錦町６丁目

第四小学校 529 18 富士見町4-4-1
富士見町１丁目、富士見町２丁目、富士見町３丁目１番から９番ま
で、富士見町４丁目、富士見町５丁目、曙町１丁目１番から１０番
まで

647 22

（19） （3）

第六小学校 294 12 羽衣町2-29-22 羽衣町１丁目から３丁目まで

第七小学校 203 8 錦町5-6-43 錦町２丁目、錦町５丁目

第八小学校 421 14 幸町2-1-1
栄町２丁目４４番地から４６番地まで、栄町４丁目４４番地から４
７番地まで、栄町５丁目、栄町６丁目、幸町１丁目から３丁目まで

568 18

（25） （4）

387 13

（8） （1）

西砂小学校 746 26 西砂町2-34-2
一番町６丁目１８番地から２９番地まで、西砂町１丁目から７丁目
まで

南砂小学校 312 12 栄町2-2-1
栄町１丁目６番地から３９番地まで、栄町２丁目（１番地から４３
番地まで、４７番地から６９番地まで）、栄町３丁目３０番地から
６３番地まで

幸小学校 340 12 幸町5-68-1 幸町４丁目から６丁目まで

457 16

（22） （3）

277 12

（23） （3）

柏小学校 537 18 柏町4-8-4
柏町３丁目から５丁目まで、砂川町６丁目（４番地の１１から１３
まで、２７番地から４８番地まで）、砂川町７丁目（１番地から３
番地まで、５番地から３９番地まで、５１番地から５５番地まで）

上砂川小学校 512 18 上砂町5-12-2

砂川町３丁目２６番地から４７番地まで、砂川町４丁目４８番地か
ら７２番地まで、砂川町７丁目（４番地、４０番地から５０番地ま
で、５６番地から６０番地まで）、砂川町８丁目、上砂町４丁目４
２番地から５６番地まで、上砂町５丁目から７丁目まで

240 10
（16） （2）

462 17

（18） （3）

曙町１丁目１１番から３７番まで、曙町２丁目及び３丁目、高松町
３丁目（１５番１１号から１９号まで、１６番９号から１６号ま
で、１７番１０号から１６号まで、１８番９号から１５号まで、１
９番１２号から１４号まで、２０番９号から１４号まで、２１番１
２号から１９号まで、２２番から３２番まで）

曙町3-23-1第二小学校

（　）特別支援学級

柴崎町2-20-3

高松町1-12-25

上砂町2-18-1

柏町1-31-1

一番町5-8-5

大山小学校 上砂町1-5-33
砂川町２丁目６５番地から７１番地まで、上砂町１丁目、上砂町２
丁目１番地から８番地まで、上砂町３丁目１番地から１１番地ま
で、一番町１丁目１番地から４０番地まで

学校名

第一小学校

第五小学校

第九小学校

第十小学校

松中小学校

新生小学校

若葉台小学校

所在地 通学区域

柴崎町１丁目から６丁目まで

高松町１丁目、高松町２丁目、高松町３丁目（１番から１４番ま
で、１５番（１号から１０号まで、２０号から２５号まで）、１６
番（１号から８号まで、１７号から２２号まで）、１７番（１号か
ら９号まで、１７号から１９号まで）、１８番（１号から８号ま
で、１６号から２１号まで）、１９番（１号から９号まで、１５号
から１９号まで）、２０番（１号から８号まで、１５号から２０号
まで）、２１番（１号から１１号まで、２０号から２５号まで）、
栄町３丁目１番地から２９番地まで、栄町４丁目１番地から４３番
地まで

砂川町１丁目３１番地から５６番地まで、砂川町２丁目１番地から
６４番地まで、砂川町３丁目１番地から２５番地まで、砂川町４丁
目１番地から４７番地まで、砂川町５丁目（１５番地の２及び３、
１６番地から２０番地まで）、上砂町２丁目９番地から４５番地ま
で、上砂町３丁目１２番地から６１番地まで、上砂町４丁目１番地
から４１番地まで、一番町１丁目４１番地から６１番地まで、一番
町２丁目１番地から１３番地まで、一番町４丁目１番地から１６番
地まで

柏町１丁目、柏町２丁目、砂川町１丁目（１番地から３０番地ま
で、５７番地から６７番地まで）、砂川町５丁目（１番地から１４
番地まで、１５番地の１、１５番地の４から６まで、２１番地から
５４番地まで）、砂川町６丁目（１番地から３番地まで、４番地の
１から１０まで、５番地から２６番地まで）、泉町１１５６番地、
緑町

一番町２丁目１４番地から４９番地まで、一番町３丁目、一番町４
丁目１７番地から７３番地まで、一番町５丁目、一番町６丁目１番
地から１７番地まで

富士見町３丁目１０番から２１番まで、富士見町６丁目、富士見町
７丁目

若葉町１丁目から４丁目まで

富士見町6-69-1

若葉町1-13-1

立川市立の小・中学校

令和７年４月７日現在

ここにテキストを入力



〈中学校〉
生徒数 学級数

442 14

（26） （4）

502 15

（24） （3）

立川第三中学校 406 11 羽衣町3-25-6 第三・第六・第七小学校通学区域

立川第四中学校 399 12 幸町5-49-1 幸・柏小学校通学区域

608 18

（37） （5）

立川第六中学校 383 12 泉町786-16 第八・第十小学校通学区域

立川第七中学校 540 16 西砂町6-28-3 西砂・松中小学校通学区域

立川第八中学校 147 6 富士見町7-24-1 新生小学校通学区域

立川第九中学校 263 9 若葉町3-19-5 若葉台小学校通学区域

（　）特別支援学級

※特別支援学級の児童･生徒･学級数は、外数として表記しています。

学校名

立川第一中学校

立川第二中学校

立川第五中学校

柴崎町1-3-4

曙町3-29-46

上砂町3-27-1

通学区域

第一・第四小学校通学区域

第二・第五・南砂小学校通学区域

第九・大山・上砂川小学校通学区域

所在地

ここにテキストを入力



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　知的障害特別支援学級

〈小学校〉

学校名 学級名 児童数 学級数

第一小学校 あおぞら学級 28 4 第一小・第三小・第六小・第七小

第五小学校 こだま学級 19 3 第五小・第二小・第八小・南砂小

第九小学校 くわのみ学級 25 4 第九小・大山小・上砂川小

第十小学校 すずかけ学級 8 1 第十小・柏小

松中小学校 まつのみ学級 22 3 松中小・西砂小

新生小学校 ひまわり学級 16 2 新生小・第四小

若葉台小学校 たんぽぽ学級 18 3 若葉台小・幸小

〈中学校〉

学校名 学級名 生徒数 学級数

立川第一中学校 Ⅰ組 26 4

立川第二中学校 １組 24 3

立川第五中学校 １０組 37 5

学校名 学級名 児童数 学級数

第二小学校 さくら学級 29 4

大山小学校 にじいろ学級 23 3

※第十小学区と柏小学区については、交通手段の観点から見て第二小または大山小を選択できます。

〈小学校〉

学校名 学級名 児童数 学級数

第七小学校 ことばの教室 30 2

きこえとことばの
教室（言語）

67 4

きこえとことばの
教室（難聴）

7 1

　　　自閉症・情緒障害特別支援学級

通学区域

通学区域

通学区域

小学校区；第一小・第三小・第四小・第七小
　　　　　新生小
中学校区；立川第一中・立川第三中（一部）
　　　　　立川第八中

小学校区；第二小・第五小・第六小・第八小
　　　　　南砂小・幸小・若葉台小
中学校区；立川第二中・立川第三中（一部）
　　　　　立川第四中（一部）・立川第六中（一部）
　　　　　立川第九中

小学校区；第九小・第十小・西砂小・松中小
　　　　　大山小・柏小・上砂川小
中学校区；立川第五中・立川第四中（一部）
　　　　　立川第六中（一部）・立川第七中

第二小・第一小・第三小・第四小・第五小・第六小
第七小・第八小・南砂小・幸小・新生小・若葉台小

大山小・第九小・西砂小・松中小・上砂川小

第八小学校

　　　難聴・言語障害通級指導学級

通学区域

第七小・第一小・第二小・第三小・第四小・第六小
新生小

第八小・第五小・第九小・第十小
西砂小・南砂小・幸小・松中小・大山小
柏小・上砂川小・若葉台小

市内全域

立川市立の特別支援学級等
令和７年４月７日現在
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34

21

22

19

6

24 19

14

7

18

18

20

23

24 18

19

11

16

18

28

17

第２グループ拠点校 18

28

11

第３グループ拠点校 18

31

22

小学校特別支援教室キラリ

第１グループ拠点校 第一小学校

第四小学校

新生小学校

第２グループ拠点校 第三小学校

第七小学校

第六小学校

第４グループ拠点校 第二小学校

南砂小学校

第五小学校

第３グループ拠点校

第八小学校 第十小学校

第５グループ拠点校 柏小学校

幸小学校

若葉台小学校

第６グループ拠点校

松中小学校 西砂小学校

立川第一中学校

立川第六中学校

立川第九中学校

立川第三中学校

第７グループ拠点校 第九小学校

大山小学校

上砂川小学校

第１グループ拠点校

中学校特別支援教室プラス

立川第四中学校

立川第二中学校

立川第七中学校

立川第五中学校

立川第八中学校

令和７年４月７日現在

令和７年４月７日現在

ここにテキストを入力



障害種別 学校名 所在地 通学区域

肢体不自由

府中けやきの森学園 府中市朝日町3-14-1 羽衣町

村山特別支援学校 武蔵村山市緑が丘1460-1 上記以外

市内全域

病弱 光明学園 世田谷区松原6-38-27 市内全域

視覚障害 八王子盲学校 八王子市台町3-19-22 市内全域

聴覚障害 立川学園聴覚障害教育部門 立川市栄町1-15-7 市内全域

立川学園知的障害教育部門 立川市栄町1-15-7知的障害

立川市を通学区域とする都立特別支援学校



 

「就学支援シート」を活用される保護者のみなさまへ 

                                    

 

 「就学支援シート」は、お子さん一人一人が豊かで楽しく充実した学校生活を送ることができ

るよう、保護者が幼稚園・保育園・その他専門機関の方と協力して作成し、就学する小学校に引

き継ぐものです。就学先の小学校では、「就学支援シート」を参考にし、保護者と協力して学校

生活支援シート（個別の教育支援計画）を作成します。お子さんのこれまでの成長の歩みを大切

にし、学校に入学してからも学習の積み重ねができるよう、お子さんの様子や必要な支援の手立

て、配慮など、学校での教育的支援を考えるにあたってのヒントを教えてください。 

 

 

 

 ● お子さんのよいところ、得意なこと、頑張っていること等、お子さんが楽しい学校生活を

送るためのヒントをお知らせください。 

 

 ● お子さんがどうしても苦手なことや、環境、情緒が不安定になったときの対応の仕方など、

学校生活において支援が必要なことを具体的にお知らせください。 

 

 ● お子さんに合わせて工夫した指導の内容や、教材・教具、言葉かけや補助の仕方など、お

子さんが意欲的に学習に取り組むことができる指導方法の工夫や、落ち着いて学習に取り

組むことができる学習環境の設定の工夫などについてお知らせください。 

 

 ● このシートの全ての欄を記入されなくても結構です。また、このシートだけでは不十分と

思われる場合には、必要な書類等を添付していただいても構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

裏面に続く 

 

 

「就学支援シート」の記入に当たって 

「就学支援シート」の作成・活用の流れ 

１ 「就学支援シート」の作成を希望される保護者の方は、幼稚園・保育園や教育支援課

から「就学支援シート」を受け取ります。 

２ 保護者は「就学支援シート」に記入します。 

３ 保護者は幼稚園、保育園に、「就学支援シート」の記入を依頼します。保護者は記入さ

れた内容をご確認ください。 

４ 保護者は必要に応じて専門機関等に「就学支援シート」の記入を依頼します。保護者

は記入された内容をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 教育支援課より、就学先の学校に送付します。 

教育支援課へご持参いただくのが難しい場合は、郵送で受付をいたします。郵送を

希望される場合は、以下の注意事項をご承諾いただいた上でお送りください。 

・事前に必ず教育支援課へ郵送する日をご連絡ください。（☎042-527-6171） 

・簡易書留等、記録が残る方法でお送りください。（普通郵便はご遠慮ください） 

・郵送による提出の場合、受領書はお渡しできません。 

 

送付先：〒190-0022 立川市錦町 3-３-6 子育て支援・保健センター３階 

     立川市教育支援課就学相談係 

 

７ 就学先の学校は、「就学支援シート」を活用して幼稚園や保育園等と引継ぎを行い、学校生

活支援シート等を作成して、指導や支援を進めていきます。 

  学校との面談を希望された保護者の方には、３月中旬までに学校から面談の連絡がありま

す。３月下旬になっても学校より連絡がない場合は、教育支援課へご連絡ください。 

 

※お仕事のシフトの関係などで、面談日程を早く調整したい場合は、 

シート表紙の面談希望有無欄の下に例文を参考にメッセージをご記入ください。 

          
  

例文：前月○日までに翌月の勤務シフトを決めるので、早めの日程調整を希望します。 

 

 

 
学校との面談希望 

（ 有 ・ 無 ） 

５ 保護者は教育支援課（子育て支援・保健センター）に「就学支援シート」ご持参ください。

受領書をお渡しします。 

（原本は返却いたしませんので、コピーをお取りください。お子さんの資料として、学童保育

所や放課後等デイサービスの面談などでも参考になります。） 
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たのしい学校生活のために 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フリガナ） 

お子さんのお名前 

タチカワ イチロウ 
立川 一郎 

生年 

月日 
令和２年 ５月１５日 性別 男 

保護者の方のお名前 立川 太郎 続柄 父 

連絡先 
 〒１９０－００２２ 立川市    錦町  ３－２－２６ 

 電話番号  ５２７－６１７１ 

在籍している 

幼稚園・保育園名 
○○保育園 就学予定小学校 立川市立 □□ 小学校 

 

 

  

  就学支援シート  

 子どもには、さまざまな個性があり、一人一人に夢や希望に満ちた豊かな可能性があります。その可能性を大切に伸ばしていくために、小

学校等への入学に向けて、幼稚園・保育園・療育機関や家庭などで今まで大切にしてきたことや配慮してきたこと、小学校に伝えたいことが

あれば、教えてください。お子さんが豊かで楽しく充実した学校生活を送ることができるよう、お子さんに必要と思われる支援や配慮につ

いて、みんなで一緒に考えていきましょう 

学校との面談希望 

（ 有 ・ 無 ） 

立川市教育委員会 

記入例 

入学式前に学校との面談

を希望する方は、「有」

に〇を付けてください。 

サンプル 

令和８年度向けの就学

支援シートは、現在 

様式を検討中です。 



№１ 

○これまで取り組んできた支援等の内容や方法、工夫してきた点、伝えておきたいことについて、ご記入ください。全ての欄を記入しなくて結構です。 

○いただいた内容をもとに、学校における適切な指導及び必要な支援につなげます。 

○学校において、個別の支援を必要とする場合は、いただいた情報をもとに学校生活支援シート等をします。ただし、学校において学級内における指導

や支援の工夫により個別の支援を必要としない場合は、学校生活支援シート等を作成しない場合がありますので、ご了承ください。 

 

○学校生活への期待や成長への願い（こんな学校生活がしたい。こんな大人に育ってほしい。） 

（本人から） 

楽しく勉強したい。将来○○になりたい。（保護者が本人の意向等を聞き取ったうえで記入してください。） 

（保護者から） 

初めてのことや、苦手なことなどは、本人が取り組むのに時間がかかるので、分かりやすい説明や、見本やモデルを見せていただければと思います。 

また、本人なりの頑張りを認めていただき、自信をもって学習に向かえるとよいです。 

 

●現在のお子さんの様子や成長・発達等の様子（得意なこと、頑張っていること、心配なこと、不安なことなど） 

項目 内容 家庭における様子・支援 幼稚園・保育園における様子・支援 その他専門機関から（注１） 

健
康
・
身
体 

○健康・身体の状況 

○粗大運動 

○手指の操作、巧緻性 

○動作の模倣 

○視覚・聴覚 

        など 

支援が必要なこと 

□姿勢保持 □移動 □手指の操作 □運動 □視覚 □聴覚 

 

・体全体を動かすことは大好きですが、細

かい作業は苦手です。 

・先生が体を動かす様子を見て、同じ動き

をすることができます。運動では、音楽

に合わせて、元気に体を動かします。 

・細かな作業は苦手なものの本人なりに

取り組みます。 

  

（注１） 

専門機関や医療機関か

ら資料等を提出する場

合は、この欄の記入は

不要です。 

家庭と園で相談して必要な項目にチェックを入れてください。 

詳細な様子やこれまで行っていた支援については、下段に記入してください。 

特に学校生活への期待や成長の願いにつながる項目については、○印をつけ、

目立つようにしてください。 

ここにテキストを入力



№２ 

日
常
生
活 

〇食事 

〇排泄 

〇着替え 

〇片付け 

 

        など 

支援が必要なこと 

□食事 ☑排せつ □義替え ☑道具の準備・片付け 

 

○自分が好きなことに集中していると、ト

イレに行くことを忘れてしまうので、様

子を見て「トイレ行く？」と言葉をかけ

ています。休み時間に入る前などに、ト

イレへの意識を一旦向けてもらえると

助かります。 

○使った道具を片付けたときに、道具が一

列に揃っていないと気になり、すべての

道具を自分で揃えます。片づけ係など、

特性を生かして活躍しています。 

人
と
の
関
わ
り 

〇人の関わり 

 （大人、子ども） 

〇集団への参加 

 （大集団、小集団） 

〇聞く、話す 

〇指示・ルールの理解 

〇意思の疎通について 

        など 

支援が必要なこと 

☑大人との関わり ☑子どもとの関わり □集団参加 ☑会話・意思疎通 

 

・自分が話したいことはよく話します

が、相手から聞かれたことに答えるの

は苦手です。 

・先生の話を聞いていても、理解できて

いないときがあるので、短く話をした

り、話を終えた後に、本人に確認をし

たりしています。絵カード等を見せる

のも有効です。 

興
味
・
関
心 

〇性格の特徴 

〇行動の特徴 

〇好きなこと（場面） 

〇苦手なこと（場面） 

〇文字、数 

        など 

支援が必要なこと 

□注意 □多動・衝動的 ☑こだわり □緊張・かん黙 □文字 □数字 

 

・自分が思っていたことができなかった

り、予想していたことと違う結果にな

ったりすると、納得するまでに時間が

かかります。 

・絵を描くこと、電車のプラレールで遊

ぶことが好きです。 

・初めて経験することには、失敗を恐れ

てなかなか取り組もうとしないことが

あります。事前にどうしたらよいかを

具体的に伝え、少しでもできたところ

を認めて、自信をつけていくとできる

ようになります。 

記入者名 〇〇 〇〇〇  

  

ここにテキストを入力



№３ 

●関係機関の情報 

医療機関 

支援機関名： 担当者： 連絡先： 

支援内容： 支援期間： 

療育機関 

支援機関名： 担当者： 連絡先： 

支援内容： 支援期間： 

 

支援機関名： 担当者： 連絡先： 

支援内容： 支援期間： 

 

支援機関名： 担当者： 連絡先： 

支援内容： 支援期間： 

 

 

 
 

必要に応じて欄を追加してください。 



 

 

 

 

                   とは・・・ 

 

サポートファイルは、お子さんの成長・発達の様子や、支援の内容などを記録する情

報ファイルです。「発達で気がかりなところがある」「特性に応じた支援が必要」「障害

がある」お子さんには、作成をお勧めしています。 

入園・入学・進級、受診や相談などの際に、お子さんの出生時や成長の過程を説明し

たり、過去の経過を伝えたりするとき、きっと役に立ちます。また、お子さんの育ちの

記録としても貴重なファイルになります。ぜひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た ち サ ポ 

  立川市サポートファイル 

                 

 

 

 

をご活用ください 

た ち サ ポ 

な  ご家庭で用意したファイルに 

「たちサポ」ステッカーを貼り、記入し

た記録シートや関係機関に提出した書類の

コピーなどを記録として保存します 

記録シート（A4判）と 

ステッカーを作成 

しました 

※ 記録シートは市公式ホームページか 

らダウンロードできます 

 



こんな便利に使えます                               

① 情報をひとまとめ お子さんの成長発達に関する様々な情報をファイルにまとめ、

保護者の方が把握しやすくなることで、ご家庭から関係機関への情報提供や説明、手

続き等をスムーズにできるようになります。 

 

② お子さんの成長を記録 ライフステージを通じた情報をまとめることで、これまで

のお子さんの成長発達の様子や医療・支援の経過等を簡単に見ることができます。 

 

③ 途切れのない相談・支援 サポートファイルの記録を提示することで、これまでに受

けた医療や支援の内容が伝わりやすくなり、継続的な相談や支援につながります。 

 

④ 説明が容易に サポートファイルの情報を活用することで、利用機関や支援者が変

わっても、お子さんの特性や配慮事項などの説明を簡単に伝えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問い合わせ                             

立川市児童発達支援センター 発達支援係 

立川市錦町３－３－６ 子育て支援・保健センター（はぐくるりん）☎042－529－8586 

紙の記録シートとステッカーは下記でも配布しています 

〇教育支援課 子育て支援・保健センター（はぐくるりん）☎042―527―6171 

〇子ども政策課・保育課・子ども育成課 立川市役所 立川市泉町１１５６－９ 

                         ☎042－523－2111（代表） 

放課後等デイ
サービス 

医療などの 
関係機関 

学童保育所 

成人期 学齢期（小学校～高校） 乳幼児期（就学前） 

子育て支援・保健センター 
はぐくるりん  など 

学校 

幼稚園 
保育園 
こども園 
など 

保護者 

児童発達支援 



 

 

 

就学相談とその結果について  

Ｑ．就学相談の相談員は、何か特別な資格を持っている人ですか？  

Ａ．心理や教育の専門的知識と経験を持った者が相談にあたります。  

具体的には、公認心理師等や、小･中学校･特別支援学校での経験がある元教員です。  

Ｑ．就学相談の結果、保護者の希望と専門家の提案が異なる場合は、どうなるのですか？ 

Ａ．保護者のご希望と専門家の提案が異なる場合は、必ず面談を行い、なぜそういう提案となった

のかをご説明させていただきます。お子さんの特性や課題に合わせ、どんな配慮や支援が必要

か、お子さんの力や可能性を最も伸ばすためにはどんな学習環境が望ましいかなど、専門家か

ら出た意見の内容をお伝えしたうえで、改めて保護者のご意向をお聞きします。  

最終的な就学先は専門家の意見及び本人・保護者の意向を総合的に勘案

し、教育委員会が指定いたします。（市立小･中学校の場合は立川市教育

委員会が、特別支援学校の場合は東京都教育委員会が指定します。）そ

の際、保護者やご本人の意向を最大限尊重します。ただし、特別支援学

級や特別支援学校へ就学する意向があっても当該の障害がないと判断

される場合は、意向通りの指定とならない場合があります。安心して入

学式を迎えていただけるように、入学前に必ず学校との面談の場を設け、

必要な配慮や支援等について学校･保護者・教育委員会の三者で確認し

合うほか、入学後の授業の様子を観察したり、ご家庭での様子をお尋ね

したりするなど、必要に応じて、ご相談を継続させていただきます。  

  

Ｑ．うちの子は発達がゆっくりなので、なるべく卒園直前の成長の様子を見て判断してもらいたい

と思っています。就学支援部会に参加する日程を、後半のほうに指定できますか？  

Ａ．可能な範囲で、ご希望に沿うよう考慮いたします。担当の就学相談員にご相談ください。  

ただ例年、冬場に入るとインフルエンザなどで体調を崩して当日欠席されるお子さんが増える

ため、なるべく年内の就学支援部会にご出席いただけるよう、お勧めしています。  

  

Ｑ．特別支援学級への就学を考えていますが、学校によって設備や人数にかなり差があると聞いた

ことがあります。複数の学校を見比べて、うちの子に最も合うと思う所を選べますか？  

Ａ．立川市立の小･中学校では、通学区域に基づいて学校を指定しています。 

特別支援学級についても、お住まいの住所によって入学する学校を決めているため、見学や体

験は指定校にて実施します。ただし、隣接校のほうが距離的に近いなどの一定の条件により変

更できる場合があります。まずは担当の就学相談員にご相談ください。  

  

Ｑ. 入学通知書の発送は「立川市学務課から送られる」となっていますが、さらに学務課にも相談

しておく必要があるのですか？  

Ａ．学務課への相談は必要ありません。 

就学先の合意がとれましたら、教育支援課より、市立の小･中学校の場合は同じ教育委員会の学

務課に、特別支援学校の場合は東京都教育委員会に、それぞれご連絡いたします。 

就学相談をしていた課とは違う部署から通知が届く、という点をご承知おきください。 

  

よくいただくご質問 



Ｑ. １、２回の行動観察をしただけで、子どもの就学先を提案されてしまうのですか？  

発達の状況や将来のことを十分に理解してもらえないのではないかと不安です。 

Ａ．就学支援等検討委員会からの提案を差し上げるまでの過程においては、就学相談員による行動

観察だけでなく、お子さんの特性やご家庭での様子、将来についてのご意向などを、保護者の

方から十分にお聞きしていきます。そのうえで、 

    ・在籍している園の先生等からお聞きする、園での様子や支援の状況 

・医師による診断書や、医療機関等での療育の記録 

・発達検査の結果と、就学後の支援等に関する所見 

・特別支援学校や特別支援学級の体験時の様子 

・就学支援部会での小集団での活動の様子 

…を総合的に参照します。 

また、提案をまとめる際は、市内小･中学校の管理職や教員に加え、

医師や言語聴覚士など専門家の所見も得て、専門的･多面的に審議

を重ねます。 

なお、必要に応じて、在籍している園を訪問して日常の様子を観察

することもあります。 

ご心配な点があれば、ご遠慮なく、担当の就学相談員にお申し出ください。 

  

   就学支援シートについて  

Ｑ．就学支援シートを提出すると、その後、どのように情報が扱われるのですか？ 

Ａ．教育支援課でお預かりした就学支援シートは、１月下旬より順次、お子さんの就学が決定した

小学校へ送付いたします。  

受理した学校では、校長、副校長、特別支援教育コーディネーターなどの先生が目を通したの 

ち、必要に応じて、保護者との面談や園との引継ぎの資料として活用するほか、学級編制の参 

考にしたり、学校生活支援シートや個別指導計画を作成したりし、お子さんの指導・支援を行 

ううえで役立てています。  

  

   特別支援学級、通級指導学級、特別支援教室について  

Ｑ．特別支援学級と通級指導学級、特別支援教室の違いを教えてください。 

Ａ．特別支援学級の場合は、その学級に在籍し、実態に応じた指導を行います。授業の内容によっ

て、同じ学級の他学年の児童・生徒と共に学ぶこともあります。また、一部、通常の学級にお

いて学習する「交流及び共同学習」を行うこともあります。これに対し、通級指導学級と特別

支援教室の場合は、在籍する通常の学級で授業を受けながら、週に数時間だけ、通級指導学級

を設置している学校や校内の専用の教室に通って特別な指導を受けます。  

いずれの場合も、お子さんの状態に応じて、障害による学習上又は生活上の困難・克服を目的

とする｢自立活動｣を取り入れます。また、知的障害特別支援学級の場合は、各教科の内容を知

的障害特別支援学校の各教科に替えるなど工夫した教育課程を編成します。 

  

Ｑ．うちの子は軽度の知的障害があると診断を受けています。軽い、ということは、知的障害特別

支援学級ではなく、特別支援教室（通級指導学級）で指導を受ければ良いですか？ 

Ａ．障害の重さによる違いではなく、主障害が異なります。知的障害特別支援学級は知的障害のお

子さんが対象です。一方、特別支援教室は、自閉症やＡＤＨＤなどの発達障害や情緒障害のあ



るお子さんのうち、知的発達に遅れがないお子さんが対象です。そのため、特別支援学級に在

籍していたり、知的障害（軽度を含む）があったりする場合は、発達障害の特性があっても、

特別支援教室（通級指導学級）はご利用いただくことができません。 

また、特別支援教室（通級指導学級）の入室（入級）には審査があり、上記の前提条件を満た

していても、審議の結果、認められない場合があります。あらかじめご了承ください。 

お子さんは日々成長し、力を伸ばしていきます。入学後の数年の間に、障害の状況や発達検査

の数値が大きく変化するお子さんも少なくありません。ただし、WISC-Ⅳもしくは WISC-Ｖは、

問題の学習効果によって正しい結果が得られないことを避けるため、検査後おおよそ 2年間は、

再検査をご遠慮いただいています。 

  

Ｑ．特別支援学級への就学を検討していますが、自宅から遠く、登下校が心配です。自家用車で送

迎することはできますか？  

Ａ．登下校の手段等については、就学先の校長先生とよくご相談ください。お子さんの障害の状況

はもとより、学校周辺の道路環境、駐停車場所の確保など、様々な条件が個々に異なります。  

  

Ｑ．特別支援学級は何人クラスですか？ 先生は何人ですか？  

Ａ．東京都の現在の基準では、児童 8人で 1学級を編制します。先生の数は「学級数プラス 1名」

が配置されます。例えば、在籍している児童が 9人の場合、8人を超えているので 2学級となり、3人

の先生が入ります。この場合の「学級」は、クラスの構成自体が 8人と 1人になるわけではなく、低学年

と高学年、4人と 5人など、学習内容や障害の特性、活動のしやすさ等を考慮して分けるのが一般的

です。少人数であることに支障がある場合は、2学級以上で活動することもあります。 

また、担任の先生以外に、学級の状況等に応じて、市独自に臨時指導員（介助員）も配置しているほ

か、図工や音楽の時間には、専科の先生が入る場合もあります。  

 

Ｑ．特別支援教室は全校に導入するのに、なぜ特別支援学級は、すべての学校に設置しないのです

か？   

Ａ．小学校の知的障害特別支援学級 7 校に在籍するお子さんは、令和６年５月１日現在、129 名で

す。もし全 19校に設置した場合、地域によってはお子さんの数が校内で 2～3名だけの学校が

生じ、学級単位の学習活動に支障が出ることが懸念されます。 

ご不便やご負担がある点は申し訳ないのですが、全校に設置する予定はありません。 

 

Ｑ．主治医から「通級指導学級を利用したほうが良い」との診断書をもらっています。就学相談の

中で希望を伝えておけば、入学してすぐに利用することができますか？  

Ａ．通級指導学級と特別支援教室については、通常の学級において、学習上や生活上の困難さを改

善・克服するための知識等を身に付けるための指導を行います。そのため、医学的な診断のみ

ではなく、学級における困難さの状況を踏まえて指導の必要性を検討します。 

◆きこえとことばの教室、ことばの教室（難聴・言語障害通級指導学級／小学校） 

就学前のお子さんでも、随時、設置校にてご相談を受け付けています。その結果、必要に応

じて、学級での体験的な通級を行う場合もあります。入学直前の 2月の審査会で、入学後も

継続した通級指導が必要だと認められれば、4月 1日付で正式入級が決定します。 

◆特別支援教室キラリ（小学校） 

入室の申込みは、入学後の在籍学級での様子をみてからとなります。 

東京都教育委員会のガイドラインでは、特別支援教室での指導の必要性を判断する目安として、 



・レベル１＝心理職等の助言を受けながら指導を工夫すれば、担任の先生が対応できる 

・レベル２＝支援員を配置するなど校内外の人材を活用すれば、対応できる 

・レベル３＝レベル１、２では対応が困難で、特別支援教室での指導を必要とする 

の｢レベル３に該当すること｣とされています。そのため、校内での取り組みの経過や課題、

特別支援教室で達成したい目標、必要な時間数等を検討してからの入室申請となります。 

就学支援等検討委員会で「通常の学級が適当であり、キラリでの指導を検討することが望ま

しい」との意見があった場合は、早めの授業観察やキラリの体験につなげられるよう、教育

支援課より就学相談の資料とともに、就学先の小学校へ引き継ぎます。 

◆特別支援教室プラス（中学校） 

例年 9～10月に、小学校 6年生の保護者を対象に、巡回グループごとに説明会を開催します。

ご希望により、個人面談も行います。その結果、必要に応じて、中学校での体験的な通室を

行う場合もあります。入学直前の 2月の審査会でプラスでの指導が必要だと認められれば、

4月 1日付で正式入室が決定します。 
    
  副籍制度について  

Ｑ．特別支援学校に就学した場合、地域との関係が薄れてしまいませんか？地域の中で、障害のあ

る子どもも障害のない子どもも一緒に育つ機会はありますか？ 

Ａ．東京都では、障害のある人とない人が交流を通じて相互理解を図り、互いに支え合いながら共

に暮らす地域社会（＝共生地域）の実現を目指し、「副籍制度」を推進しています。副籍制度と

は、都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の区市町村立小・

中学校（地域指定校）に副次的な籍（副籍）をもち、直接的な交流や間接的な交流を通じて、

地域とのつながりの維持・継続を図る制度のことです。 

平成 27年度からは原則として、都立特別支援学校の小学部・中学部に在籍する全ての児童・生

徒が副籍をもつこととなりました 

そこで立川市でも、就学相談の結果、特別支援学校への就学意思を確認した後に、副籍制度に

関する意向や交流内容に関する希望をお聞きし、地域指定校を決定しています。特別なご事情

がない限り、原則としてご自宅に最も近い通学区域の小学校、中学校が地域指定校となります。

そして、保護者やご本人のご希望を踏まえて交流の内容を決め、なるべく早期から実施できる

ように、お子さんの状況を地域指定校にお伝えし、打合せをさせていただきます。 

ご不明な点がありましたら、担当の就学相談員にご相談ください。  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校の児童･生徒が、 

保護者等の付添のもと、 

地域指定校の通常の学級の授業や、 

学校行事に参加します。 
 

◆学校行事等の見学・参加 

 ・学芸会、文化祭、展覧会、運動会 
 

◆授業等の参加 

 ・国語や音楽の授業に参加 

 ・全校集会や学年集会への参加 

 ・部活動への参加        など  

 

学校だよりや学級だよりの交換等を中心に 

行います。 

◆学校だよりの交換 

 ・郵送で交換をする 

 ・保護者が地域指定校に届ける 

 ・地域指定校の児童が、特別支援学校の 

 児童の家に届ける         など  
 

◆学校だよりの交換以外の間接的な交流 

 ・展覧会などに作品を出品し展示する 

 ・おたより交換の中に 

手紙を書いてやりとりする     など  

直接的な交流 間接的な交流 

※特別支援学級との交流をご希望される場合は、地域指定校の指定の際にご相談ください。 



 

就学時健診について 

Ｑ．通常の学級か特別支援学級か、悩んでいます。どちらの学校で受診すればよいですか？ 

Ａ．迷われている場合は、お送りした就学時健康診断票に記載の「学区指定校」でお受けください。 

 

Ｑ．就学相談の結果、すでに都立の特別支援学校に就学することを決めています。就学時健診を受

けなくてもよいですか？ 

Ａ．受診を希望しない場合も、事前に教育委員会学務課にご連絡ください。ご連絡ないまま未受診 

ですと、受診を再度お勧めするご案内を差し上げる場合があります。 

 

Ｑ．初めての場所や人にパニックになることがあり、白衣や器具も怖がります。周りの人たちから 

どう見られるか、何か言われてしまうのではないかと不安です。 

Ａ．通知が届きましたら、お早目に受診予定校にご相談ください。親子で下見をする、体に触れる 

前に予告する、お子さんの特性を担当医にあらかじめ伝えておくなど、安心して受診するため 

に工夫できることを、保護者の方と一緒に考えます。 

 

 

放課後の過ごし方について 

Ｑ．両親とも働いているので、学童保育所の利用を考えています。申込みはいつ頃ですか？ 

Ａ．新年度の申込みは、前年の 10月頃から申込書の配布が始まり、11月頃に受付予定です。 

申込みのお知らせは、市の広報及びホームページに掲載されます。 

～令和７年度向け募集の内容（参考）～ 

保育時間：学校のある日は下校時から 18時（延長 19時）までの保育。 

学校休業日や土曜日は 8時～18時（延長 19時）までの保育。 

延長保育：18時～19時 延長保育料：月額 2,000円 一時利用：日額 500円 

保育料：月額 4,000円（きょうだいで入所の場合、上の学年の児童は 2,500円） 

間食費：月額 2,000円 休所日：日曜日・祝日・年末年始。 

令和８年度向け募集の内容等詳しくは、 

市役所 子ども育成課 学童保育所係 ☎042-523-2111 内線 1300 へ 

なお、各学童保育所の情報は、市ホームページでご紹介しています。 

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004941/1004989/1004995.html 

 

Ｑ．放課後子ども教室とはどのようなものですか？ 

Ａ．立川市では、小学校内で子どもたちが自由に遊びや、スポーツ、学習などをして過ごすことが

できる「放課後子ども教室」を実施して、子どもの安全・安心な居場所を設けております。民

間事業者に委託し、平日毎日のほか夏休み等の長期休業期間も実施しています。 

詳しくは、市役所 子ども育成課 放課後子ども教室係 

☎042-523-2111 内線 1302へ 

なお、放課後子ども教室の情報は、市ホームページでも 

ご紹介しています。 

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004941/1004991/1005028/index.html 

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004941/1004991/1005028/index.html


Ｑ．主治医から、放課後等デイサービスの利用を勧められました。どんな手続きが必要ですか？ 

Ａ．学校（幼稚園、大学を除く）に通学中の障害児を対象に、放課後等において、生活能力の向上

のために必要な訓練や、社会との交流の促進等を支援しています。学校教育と相まって自立を

促すとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 

利用するためには、 

   ①主治医等に利用の適否について相談する。 ＊障害手帳または診断書が必要です。 

②事業所に空き状況等を問い合わせ、見学を行う。 

③事業所の利用が決まったら、市役所 障害福祉課（市役所 1階）へ申請する。   

☆申請に来所される前に、障害福祉課の地区担当員へお電話ください。 

☆障害児支援利用計画案の提出が必要です。 

詳しくは、障害福祉課 ☎042-523-2111 内線 1517～1523へ。  

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003562/1003628.html 

 

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003562/1003628.html


第一小学校

第二小学校

第三小学校

第四小学校

第五小学校

第六小学校

第七小学校

第八小学校

第九小学校

第十小学校

若葉台小学校

西砂小学校

幸小学校

松中小学校

大山小学校

柏小学校

上砂川小学校

新生小学校 第一中学校

第二中学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

第六中学校

第七中学校

第八中学校

第九中学校

通級指導学級・特別支援教室
【小学校：難聴･言語障害 通級指導学級】
◆ 第七小学校 ことばの教室

◆ 第八小学校 きこえとことばの教室

南砂小学校

各校の配置及び名称は、令和５年４月現在のものです。

令和８年度 立川市立小学校・中学校 特別支援学級等配置図

拠点校 巡回校

立川第一中学校

立川第八中学校

立川第二中学校

立川第九中学校

立川第四中学校

立川第五中学校

特別支援教室プラス

立川第六中学校

【中学校：特別支援教室】

立川第三中学校

立川第七中学校

拠点校 巡回校 拠点校 巡回校
　第一小学校 　柏小学校
　新生小学校 　若葉台小学校
　第三小学校
　第六小学校

　第八小学校 　第十小学校
　第二小学校 　第九小学校

　第五小学校 　上砂川小学校

【小学校：特別支援教室】
特別支援教室キラリ

　幸小学校　第四小学校

　第七小学校

　大山小学校　南砂小学校

　松中小学校 　西砂小学校

知的障害特別支援学級　　
【小学校】 【中学校】
○ 第一小学校 あおぞら学級 ○ 立川第一中学校　　Ｉ組

○ 第五小学校 こ だ ま 学 級 ○ 立川第二中学校　　１組

○ 第九小学校 くわのみ学級 ○ 立川第五中学校　１０組

○ 第十小学校 すずかけ学級

○ 松中小学校 まつのみ学級

○ 新生小学校 ひまわり学級

○ 若葉台小学校 たんぽぽ学級

▼

自閉症・情緒障害特別支援学級
【小学校】 【中学校】
▼ 第二小学校 さ く ら 学 級 ▼ 立川第四中学校　　

▼ 第六小学校

▼ 大山小学校 にじいろ学級

▼

▼

▼



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 5月 7日 

「子ども未来センター」から 

「子育て支援・保健センター（はぐくるりん）」に移転 

 
受 付 月～金曜日／第2土曜日 

午前９時～午後５時 
※４~８月は、第４土曜日も受付 

休業日 日曜・祝日・年末年始 

子育て支援・保健センター 
〒190-0022 立川市錦町３丁目３-６ 




